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◇政府の「残業時間上限」案◇

月45時間、年360時間

月平均60時間、年720時間

月100時間未満、2～ 6ヵ 月平均80時間、

年960時間 (休 日労働含む)

:o100時間 脳・心臓疾患発症前1カ 月の残業時間の過労死認定基準

:o80時間 脳・心臓疾患発症前2カ月～6ヵ 月の残業時間の過労死認定基準 :

時間規制ないも同然に
政府の「残業時間上限」案 森岡孝二関西大学名誉教授に聞く

●原則

●例外

●繁忙期

政
府
は

「働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
で
、
時
間
外
労
働

（残

業
）
の
上
限
設
定
を
打
ち
出
し
、
労
働
政
策
審
議
会
が
塩
崎

恭
久
厚
労
相
に
建
議
し
ま
し
た
。
こ
の
水
準
や
内
容
を
ど
う

見
る
か
。
過
労
死
問
題
に
取
り
組
む
関
西
大
学
名
誉
教
授

の

森
岡
孝

二
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。
　

　

　

　

（行
沢
寛
史
）

外

に
な

っ
て

い
て
過
労

死
が

多

発

し

て

い
ま
す

が
、
実
行

計

画

で
は
、

そ

の
見
直

し
は

５
年
後

に
先
送

り
さ

れ
ま

し

た
。

過
労
自
殺

が
多

い
看
護

や
介

護
な

ど
深
夜
交
替
制
勤

務

も
特

別

の
措

置
が
あ

り
ま

せ
ん
。

月

■
０
０
時

間
な

ど

論
外

と

い
う

ほ
か
あ

り
ま

せ

ん
。″

働
き
す
ぎ

〃
と
は
本
来
、

労
働

基
準
法
が
定

め
た

「
週

４
０
時
間
、
■
日
８
時
間
」
を

超
え

て
働

く

。
働

か
さ

れ

る

こ
と

で
す
。

と

こ
ろ
が
政
府

は
過
労

死
す

る
か
ど
う

か
を

働

き
す
ぎ

の
基
準

に
し

て

い

ま
す
。
そ
れ

で
は

「週

４
０
時

間
、
■
日
８
時
間
」
の
規
制
は

な

い
も
同
然

で
す
。

（記
事
は
、
し
ん
ぶ
ん

『
赤
旗
』

６
月
２
２
日
、
２
３
日
付
か
ら

転
載
し
ま
し
た
。
）

★

２
ペ
ー
ジ
に
続
く

―
働
き
方
改
革
実
行
計
画

に
よ
る
上
限
規
制
を
ど
う
見

て
い
ま
す
か
。

労
働
時
間

の
規
制
は
労
働

者

の
安
全
や
健
康
、
人
間
ら

し

い
生
活
を
守
る

一
番

の
要

で
す
。
そ
れ
が

い

っ
そ
う
弱

ま
る
こ
と
に
な
る
と
危
惧
さ

れ
ま
す
。

実
行
計
画
は
、
残
業

の
上

限
を

２
～

６
カ
月
平
均

で
８

０
時
間
、

■
力
月
で
■
○
○

時

間
未
満

と

し

て
い
ま
す
。

年
間

の
上
限
は
休

日
労
働
を

含

め
る
と

９
６
０
時
間
に
な

り
ま
す
。

こ
れ
は
残
業

の
上
限
を
労

災
に
お

い
て
過
労
死
と
さ
れ

る
時
間
よ
り
高

い
と
こ
ろ
に

置
く
も
の
で
、
文
字
通
り
死

ぬ
ほ
ど
働
か
せ
る
こ
と
を
法

認
＝
放
任
す
る
も
の
で
す
。

実
際
、
過
労
死
は
■
０
０

時
間
未
満

の
残
業
で
も
多
発

し
て
い
ま
す
。

厚
労
省

「過
労
死
等

の
労

災
補
償
状
況
」
に
よ
る
と
、

１
０
０
時
間
未
満

の
脳

・
心

臓
疾
患

の
労
災
認
定
は
、
２

０
■
４
年
度
で
■
２
５
件
あ

り
、
こ
の
つ
ち
６
０
件
が
死

亡
事
案
で
す
。

■
５
年
度
も

■
■
７
件
が
認
定
さ
れ
、
う

ち
５
４
件
が
死
亡
で
す
。

建
設
事
業
や
自
動
車
運
転

業
務
は
上
限
規
制
が
適
用
除

ら
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活
基
本
調
査
」

で
は
、

フ
ル
タ

イ
ム
男
性
労
働
者

は
週

５
３
時

間
、
年
間
ベ
ー

ス
で
は
２
７
０

０
時
間
台

で
す
。

こ
れ
は
総
務

省

「
労
働
力
調
査
」

の
■
９
５

０
年
代
半
ば

の
労
働
時
間
と
同

じ
水
準

で
す
。

そ

の
う
え
、

こ
の
３
０
年
あ

ま
り
、
情
報
化

で
業
務
量
が
増

加

し
、

労
働
密
度

が
高

ま

り
、

精

神

的

疲

労

が

強

ま

り

ま

し

た
。週

５
０
時
間
常
態
化

■
９
８
７
年
に
は
労
基
法
が

改
定
さ
れ
、
週
４
８
時
間
制
か

ら
４
０
時
間
制
に
移
行
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
結
果
は
平
日
の

労
働
時
間
が
長
く
な
り
、
実
際

は
週
５
０
時
間
制
が
常
態
化
し

て
い
ま
す
。
過
労
死
が
出
る
職

場
で
は
■
日
■
４
～
■
５
時
間

と
い
う
戦
前
並
み
の
長
時
間
労
働

が
問
題
に
な

つ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
安
倍
政
権

の

「働
き

方
改
革
実
行
計
画
」
は
、
残
業

の

限
度
を
原
則
と
し
て

「月
４
５
時

間
、
年
３
６
０
時
間
」
と
し
、
さ

ら
に
特
例
的
な
延
長
を
認
め
て
い

ま
す
。

こ
こ
に
は
■
日
や
■
週
間

の
上
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
で

は
、
■
日
２
４
時
間
働
か
せ
る
こ

と
も
可
能
で
す
。
終
業
と
始
業

の

間
に

一
定

の
休
息
を
保
障
す

る

「
イ

ン
タ
ー
バ
ル
規
制
」
も
努
力

義
務
に
と
ど
ま

つ
て
い
ま
す
。
最

低
連
続
■
■
時
間
の
休
息
を
義
務

づ
け
て
い
る
Ｅ
Ｕ
と
は
大
違

い
で

す
。

―
秋

の
臨
時
国
会

で
は
、
過
労

死
ラ
イ

ン
の
残
業
容
認
法
案
と

上
程
済

み
の

「
残
業
代
ゼ

ロ
」
法

案
が
合
体
さ
れ

て
審
議
さ
れ
そ

う
な
雲
行
き

で
す
。

安
倍
内
閣
は
逆
行

政
府
は
、
後
者
に
関
し
て
、
一

定

の
賃
金

の
正
社
員
か
ら
残
業

の
概
念
を
な
く
す

「高
度
プ

ロ

フ

エ
ツ
シ

ョ
ナ

ル
制
」
を
創
設

す
る
と
と
も
に
、
裁
量
労
働
制

を
営
業
職
に
も
拡
大
し
、

い
く

ら
働

い
て
も

一
定
時
間
し
か
労

働
時
間
と
み
な
さ
な

い
労
働
者

を

一
挙
に
増
や
そ
う
と
し
て
い

ま
す
。

こ
れ
は

「過
労
死
促
進
法
」
と

も
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
、
労
働
時

間
規
制

の
形
骸

化
ど

こ
ろ
か
、

解
体
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

安
倍
内
閣
は
、
Ｅ
（謀
罪
」
に

よ

つ
て
民
主
主
義
を
窒
息
さ
せ
、

戦
争
法
＝
安
保
関
連
法

の
強
行

や
９
条
改
憲
表
明
で
平
和
を
破

特
例

の
な
い
限
度
基
準
を

―
現
状

で
も
長
時
間
労
働
が

社
会
問
題
に
な

っ
て
い
ま
す
ね
。

日
本
で
異
常
な
長
時
間
労
働

が
続

い
て
い
る
の
は
、
労
働
基

準
法

（
労
基
法
）
が
ザ

ル
法
で
、

労
働
時
間

の
規
制
に
抜
け
道
が

あ
る
か
ら
で
す
。

い
わ
ゆ
る
三

六

（さ
ぶ
ろ
く
）
協
定
で
は
、
労

使

で
協
定
を
結

べ
ば
時
間
外

・

体
日
に
上
限
な
く
残
業
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
く
日
本

の
労
働
時
間
は
短

く
な

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
い

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
の

労
働
時
間
が
比
較
的
短

い
非
正

規
労
働
者

の
増
加
に
よ
る
も

の

で
、

フ
ル
タ
イ
ム
男
性
労
働
者

の
実
労
働
時
間
は
、

こ
の
間
は

ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
ま
せ
ん
。

総
務
省

の
最
近
の

「
社
会
生

日
本
共
産
党

三
菱
電
機
伊
丹
委
員
会
　
伊
丹
市
千
僧

６
丁
目
２
１
８
　
吊
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壊

し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
が
、

一雇
用
と
労
働

の
分
野
で
も
時
代

逆
行
的
な
流
れ
が
進
ん
で
い
ま

す
。し

か
し
、
過
労
死
家
族

の
会

や
過
労
死
弁
護
団

の
長
年

の
運

動
が
実

つ
て
過
労
死
防
止
法
が

制
定
さ
れ
る
な
ど
、
「過
労
死
ゼ

ロ
」

の
流
れ
を
押
し
と
ど
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

出
発
点
は
現
行

の
労
働
時
間

の
延
長

の
限
度
基
準

（週
■
５

時
間
、

月
４
５
時
間
、
年
３
６
０

時
間
な
ど
）
を
特
例
な
し
に
労

基
法

に
明
記
す

る

こ
と

で
す
。

そ
し
て
近

い
将
来
、
国
際
水
準

並
み
に
、
残
業
込
み
で
■
日
最

大

■
０
時
間
、

■
週
最
大

４
８

時
間
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
残
業
は
あ
く
ま
で
臨

時
的
な
仕
事

の
増
加
に
限
る
ベ

き
で
す
。
１
日
８
時
間
、
■
週
４

０
時
間

の
労
基
法

の
原
則
を
理

想
に
終
わ
ら
せ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。


